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Ⅰ 介護保険住宅改修の概要 

１ はじめに 

 要介護・要支援認定を受けている方が、自宅で自立した生活を続けるために必要な厚生労

働省が定める種類の住宅改修を行った場合、一定の限度額内において、費用の一部が介護保

険の給付費として保険者から支給されます。 

 本人の身体状況にあった住宅改修を行う必要があるため、工事の内容について話し合い・

決定をする際は、介護支援専門員（以下「ケアマネジャー」）など介護の知識を持った専門

員との連携が必要になります。工事の内容が決定しましたら、工事前に必ず申請が必要です。 

 

２ 対象 

（１）対象者 

  介護保険要介護認定・要支援認定を受けている方（以下「被保険者」） 

（２）対象となる住宅 

  被保険者が居住する住宅（被保険者証記載の住所） 

  ※一時的に住んでいる、子や親戚等の住宅は対象となりません。 

 

３ 支給限度基準額 

 要介護状態区分に関わらず、支給限度基準額は生涯２０万円です。 

 介護保険の利用者負担の割合は１～３割とされており、支給限度基準額の範囲内でかかっ

た対象となる工事費用の利用者負担額と上限額を超えた費用が自己負担となります。（負担

割合の判定基準日は、原則領収書記載日となります。） 

 また、支給限度基準額内であれば、数回に分けて利用することも可能です。例えば、１回

の工事で工事費用が１０万円の場合、次回の工事に残り１０万円を持ち越すことができます。 

 

負担割合 工事費 支給限度額 自己負担額 

１割 

２０万円 

１８万円 ２万円 

２割 １６万円 ４万円 

３割 １４万円 ６万円 

 

 ＜支給限度基準額算定の例外① ３段階リセット＞ 

  過去において最初に支給された住宅改修の着工日の要介護状態区分を基準として「介護

の必要の程度」が３段階以上重くなった場合、再度２０万円の支給限度基準額が適用され

ます。３段階リセットの適用を受けた時点で、以前の支給限度基準額に残額があっても持

ち越しはされません。また、この例外は１回限りです。 

  ３段階リセットは、要介護状態区分の段階ではなく、「介護の必要の程度」の段階で判

断されますのでご注意ください。 
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「介護の必要の程度」 

の段階 

要介護状態区分 

（初回の住宅改修 

着工日の状態区分） 

追加の住宅改修着工日 

の要介護状態区分 

第６段階 要介護５ 

リセットなし 第５段階 要介護４ 

第４段階 要介護３ 

第３段階 要介護２ 要介護５ 

第２段階 
要介護１ 

要介護４・要介護５ 
要支援２ 

第１段階 要支援１ 
要介護３・要介護４・

要介護５ 

 

 ＜支給限度基準額算定の例外② 転居リセット＞ 

  支給限度額基準額は住宅ごとに適用されるため、転居した場合は、再度２０万円の支給

限度基準額が適用されます。 

 

４ 支給方法 

（１）償還払い 

  被保険者が工事費用全額を施工事業者に支払い、その後、市から被保険者へ介護給付分

を支給します。 

（２）受領委任払い 

  被保険者が自己負担分のみを施行事業者に支払い、その後、市から施工事業者へ介護給

付分を支給します。（予め市の説明会を受け、登録した事業者のみ） 

 

５ 住宅改修の種類 

 住宅改修費の支給対象となる住宅改修の種類は以下の５種類とその付帯工事です。 

 新築や増築、老朽化や故障に伴う工事は対象となりません。また、介護保険で行う住宅改

修は、あくまでも日常生活動作を助けるためのものです。趣味や仕事をするといった本人の

生きがいや生活を充実させるための工事については、介護保険の住宅改修の対象とはなり

ません。 

 なお、介護保険での住宅改修は、個人の資産形成につながる面もあることから、基本的に

は共通して需要が高く、かつ小規模な工事を想定していることにご留意ください。 

（１）手すりの取付け 

（２）段差の解消 

（３）滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 

（４）引き戸等への扉の取替え 

（５）洋式便器等への便器の取替え 

（６）その他（１）～（５）の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修  
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Ⅱ 改修項目ごとのポイント 

１ 手すりの取付け 

廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移

乗動作に資することを目的として設置するもの 

（１）付帯工事 

  手すりの取付けのための壁の下地補強 

（２）給付の対象外 

  固定設置されていない据え置きや挟み込みによる簡易設置式の手すり 

（３）書類作成時の注意事項 

□
有

・□
無

 通路等の両側に手すりを設置する 

   □（理由書）両側に手すりが必要な身体的理由が記載されている 

□
有

・□
無

 改修箇所に既存の手すりがある （元々住居にある手すりを含む） 

   □（理由書）新たに手すりが必要な身体的理由が記載されている 

   □（写真・平面図）既存手すりの位置が明示されている 

   ※既存手すりの写真は個別に撮影の必要はありません。位置関係が分かるよう、画

角を広めに撮影ください。 

□
有

・□
無

 廊下に家屋内移動のための手すりを設置する 

   □（理由書）どこからどこへ移動するための手すりなのか記載されている 

   □（平面図）移動する部屋や導線が明示されている 

□
有

・□
無

 上がり框や敷居の段差が危険なので手すりを設置する 

   □（写真）段差が写りこむように、画角が広めに撮影されている 

 

２ 段差の解消 

 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の

段差または傾斜を解消するための工事で、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、

浴室の床のかさ上げなど 

（１）付帯工事 

  浴室の床の段差解消（浴室の床のかさ上げ）に伴う給排水設備工事、スロープの設置に

伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置 

（２）給付の対象外 

  スロープや踏み台を固定せずに置くだけで段差を解消するもの 

  昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置するもの 
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（３）書類作成時の注意事項 

□
有

・□
無

 コンクリートなどで段差部分にスロープを整備する 

   □（見積書）改修対象費用は、車いすや歩行で通行する範囲（幅）となっている 

   □（見積書）対象範囲外も併せて工事する場合は、費用が按分されている 

□
有

・□
無

 スロープ・踏み台を固定して設置する 

   □（写真）固定箇所が分かるように撮影されている 

 

３ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 

 居室においては畳敷から板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑り

にくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等 

（１）付帯工事 

  床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の

整備 

（２）書類作成時の注意事項 

□
有

・□
無

 通路面の舗装をする 

   □（見積書）改修対象費用は、車いすや歩行で通行する範囲（幅）となっている 

   □（見積書）対象範囲外も併せて工事する場合は、費用が按分されている 

 

４ 引き戸等への扉の取替え 

 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り換えるといった扉全体の取替え

のほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等 

（１）付帯工事 

  扉の取替に伴う壁又は柱の改修工事 

（２）給付の対象外 

  扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分費用相当額 

 

５ 便器の取替え 

 和式便器から洋式便器への取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する工事 

（１）付帯工事 

  便器の取替えに伴う給排水設備工事（非水洗の便器から水洗便器に取り替える場合の

水洗化の費用は対象外）、便器の取り替えに伴う床材の変更 

（２）給付の対象外 

既に洋式便器である場合の暖房便座、洗浄機能等のみを目的とした工事 
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Ⅲ 手続きの流れ 

１ 全体の流れ 

  

ケアマネジャー等に相談 

 

事前申請 

工事を行う前に、以下書類を市へ提出してください。 

償還払いの場合               受領委任払いの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市による承認 

 事前申請から１～２週間程度で「住宅改修事前申請承認通知」を発送します。発送先は、償

還払いの場合は被保険者、受領委任払いの場合は施工事業者です。この書類がお手元に届いた

ら、工事を開始してください。 

 

工事の実施・完了 

 ※事前申請で承認を受けた工事内容から変更する場合は、必ず着工前にご相談ください。 

 

事後申請 

工事が完了したら、以下書類を市へ提出してください。 

償還払いの場合             受領委任払いの場合 

 

住宅改修費の支給 

・介護保険住宅改修費受領委任払い支給

申請書  

・施工前・施工後確認書  

・住宅改修が必要な理由書 

・工事費見積書（内訳書） 

・改修前の写真（カラー印刷で日付の入っ

たもの） 

・改修後の状態がわかるもの（図面等） 

・住宅所有者の承諾書（所有者が本人以外

の場合） 

・介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修

費支給申請書  

・住宅改修が必要な理由書 

・工事費見積書（内訳書） 

・改修前の写真（カラー印刷で日付の入っ

たもの） 

・改修後の状態がわかるもの（図面等） 

・住宅所有者の承諾書（所有者が本人以外

の場合） 

 

 

・領収書（原本） 

・改修後の写真（日付の入ったもの） 

・領収書（原本） 

・改修後の写真（日付の入ったもの） 

・施工前・施工後確認書 
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２ ケアマネジャー等に相談 

 被保険者が居宅で介護サービス費を受けている場合は、一般的にケアマネジャーが住宅改

修の相談・助言を行います。 

 工事の依頼を受けた施工事業者は、どのような住宅改修が望ましいかなどについて、着工

前に必ずケアマネジャーにご確認ください。 

 ケアマネジャーがいない場合は、担当の地域包括支援センターにご相談ください。 

 

３ 住宅改修の必要性の確認と理由書の作成 

 ケアマネジャー等は、住宅の状況や本人の身体状況レベルから住宅改修の必要性の確認を

します。どのような住宅改修を行えば、本人の日常生活動作（ＡＤＬ）や生活の質（ＱＯＬ）

の改善につながるかどうかのモニタリングを行い、具体的な改修内容、改修箇所を被保険者

や家族に説明し、決定します。 

 これらの検討結果を、ケアマネジャー等は「住宅改修が必要な理由書」に記載します。 

 

４ 見積書・工事費内訳書の作成 

 施工事業者は、「住宅改修が必要な理由書」に従い、工事費見積書（内訳書）を作成しま

す。 

 実施する工事が介護保険給付対象であるか否かについては、市やケアマネジャー等にご確

認ください。 

 介護保険給付対象外の工事を併せて行う場合は、工事費見積書（内訳書）に介護保険給付

対象部分と介護保険給付対象外部分を分けて記載してください。 

 高齢者の一人暮らしなどの場合、ケアマネジャー等が代理で見積を依頼する場合がありま

す。 

 

５ 被保険者から施工事業者への工事発注 

 どの施工事業者へ工事を発注するかは被保険者が選択し、市が特定の事業者を推薦・紹介

することはありません。受領委任払いの場合は、市ホームページで公表している「受領委任

払い登録事業者名簿」に記載の施工事業者から選択します。 

 施工事業者は、被保険者から介護保険被保険者証や介護保険負担割合証を提示してもらい、

以下の事項を確認します。 

○鎌ケ谷市の被保険者であるか 

○要支援または要介護認定を受けているか 

○保険給付の制限に該当していないか（該当者は受領委任払いができません） 

〇負担割合はいくらか 

 また、市やケアマネジャー等に支給限度基準額の残額をご確認ください。（過去に介護保

険で住宅改修費を支給されている場合があります。） 
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６ 事前申請 

 必ず着工前に、事前申請を行ってください。 

 申請は、被保険者、施工事業者、ケアマネジャーのどなたでも行うことができます。 

 事前申請後、市の承認を受けてから工事の着工となります。 

 承認を受けずに工事を行った改修は、保険給付を受けることが出来ませんのでご注意くだ

さい。 

 事前申請から承認が下りるまでには、書類が全て揃っていたとしても１～２週間程度かか

り、現地調査を行う事となった場合は、さらに日数を必要とするため、余裕をもって申請し

てください。 

 

７ 事後申請 

 事前申請後、市からの事前承認を経て、工事を実施します。（ケアマネジャーから特に指

示がある場合は、この指示事項を遵守してください。）工事が完了しましたら、保険給付額

を除いた額を被保険者へ請求し、支払い確認後、領収書を発行します。 

 事前申請で申請書等の一部の書類は提出されていますので、領収書（原本）、工事完成後

の写真、受領委任払いの場合は施工前・施工後確認書を高齢者支援課へ提出します。また、

窓口にて工事着工日、完成日をご記入下さい。 

 工事が適正であると認められ支給が決定しましたら、「介護保険住宅改修費支給決定通知

書」を送付します。送付先は、償還払いの場合は被保険者、受領委任払いの場合は施工事業

者です。原則、事後申請があった月の翌月末を目途に支給します。 
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Ⅳ 住宅改修費の支給申請に必要な書類 

１ 事前申請（改修工事前）に提出が必要な書類 

（１）（償還払い）介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書 

（受領委任払い）介護保険住宅改修費受領委任払い支給申請書 

（２）施工前・施工後確認書（受領委任払いの場合） 

（３）住宅改修が必要な理由書 

（４）改修前・改修後の状態がわかる図面 

（５）改修前の状態が分かる写真 

（６）工事見積書・内訳書 

（７）住宅所有者の承諾書（住宅の所有者が本人以外の場合） 

（８）介護保険住宅改修にかかる誓約書（住宅所有者が亡くなられている場合） 

 

 

 

＜事前申請時の注意点＞ 

・訂正する場合は訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押印してください（被保険者、代筆者

または事業者の担当者印のみ有効です）。 

・被保険者が入院・入所中や新規申請・区分変更申請中の場合、申請は可能ですが、支給は

退院・退所後、要介護度決定後となります。自宅に戻らなかった場合や非該当となった場

合は支給されませんのでご注意ください。（入院・入所中の申請は必ず申し出てください。） 

 ※厚労省通知にやむを得ない事情がある場合には、事前申請書類を事後申請時に提出する

ことが可能とありますが、本市での取り扱いは入院・入所中でも事前申請が可能なことか

ら、事前申請の全部または一部省略を想定していませんのでご注意ください。 

・事前申請後、１～２週間程度で承認することが多いですが、審査の訪問等の調査を行うな

ど、審査に時間を要することがあります。 

・事前申請前の一般的な質問は電話等でもお受けしますが、個別の被保険者に係る相談につ

いては、対象者、対象者の基本的な身体状況等（アセスメント）、具体的な工事内容及び

相談内容を書面にして、ご相談ください。 
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２ 事前申請書類の記載例・注意事項等 

（１）（償還払い）介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書 

 

 

 

基本情報は原則、

個人番号以外記入

し、特に、被保険者

番号は被保険者証

等を確認して記入

漏れの無いよう、

ご注意ください。 

着工日・完成日は事後

申請時に記入します。 

改修費用は工事総額で

はなく、介護保険対象

合計額（支給限度基準

額を超える場合は上限

額）を記入してくださ

い。 

申請者に関する事項は

自筆でお願いします。 

（代筆する場合は代筆

者氏名も自筆で記入し

てください。） 

被保険者以外が受け取

りする場合は、裏面の

委任状を本人が自筆で

記入してください。 
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（受領委任払い）介護保険住宅改修費受領委任払い支給申請書 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本情報は原則、

個人番号以外記入

し、特に、被保険者

番号は被保険者証

等を確認して記入

漏れの無いよう、

ご注意ください。 

着工日・完成日は事後

申請時に記入します。 

改修費用は工事総額で

はなく、介護保険対象

合計額（支給限度基準

額を超える場合は上限

額）を記入してくださ

い。 

被保険者が事業者に委

任した日を記入してく

ださい。 

委任状の委任者に関

する事項は自筆でお願

いします。 

（代筆する場合は代筆

者氏名も自筆で記入し

てください。） 

（受領委任払いの場合） 

事前に登録のある口座

のみ支給可能です。名

義人等の記入をよく確

認してください。 
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（２）施工前・施工後確認書（受領委任払いの場合） 

 施工前・施工後確認書は、内容を確認した後、原本をお返しします。 

 事後申請時に原本をご提出いただきますので、紛失のないよう取り扱いにご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

   ・工事費総額は、介護保険対象外を

含む合計額を記入してください。 

・介護認定を新規申請中の場合、給

付予定額・自己負担予定額の記入

は不要です。 

 

改修前の状況を確認後、①被保険者、②

ケアマネジャー（ケアマネジャーと契約し

ていない場合は理由書作成者）、③施工

事業者の３者それぞれが記入（赤字は自

署、ケアマネジャーは事業所のスタンプ

可）してください。 

※被保険者指名が代筆の場合、代筆者

氏名も記入してください。 

３者の確認が完了した

日を記入します。 
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（３）住宅改修が必要な理由書 

  基本はケアマネジャー（地域包括支援センター職員含む）が作成します。ただし、他の

居宅介護（予防）支援の提供を受けていない場合等で、住宅改修について十分な専門性を

有する者（理学療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験２級以上等）が作成する場

合は、作成者の資格者証の写しを添付してください。 
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（４）改修前・改修後の状態がわかる図面 

  被保険者の目的地までの動線や改修後の状態が確認できるのもとしてください。 

図面には部屋の用途（寝室・浴室等）も記載してください。 

 

 

 

 

 

  

・今回工事する箇所・内容を

示してください。 

・設置済みの手すり・スロー

プ等も（介護保険の住宅改修

に関わらず）わかる範囲で記

載してください。 
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（５）改修前の状態が分かる写真 

  改修箇所ごとの写真が必要です。写真には、ボード等に日付を記載し映り込むように撮

影する等必ず撮影日を入れてください。 

  改修内容の詳細がわかるように撮影し、写真上に示してください。 

 例）手すりの取付けの場合、改修箇所にテープを貼って撮影する、写真にマジックで書き

込む等。また、トイレに手すりを取り付ける場合は便器やドアとの位置関係がわかるよう

に撮影する等。 

 例）段差解消の場合、改修前の段差の高さ（浴槽取替えの場合は、浴槽の内側と外側それ

ぞれの高さ）がわかるようメジャーをあてて撮影する等） 

  写真はカラーで、A4の台紙に貼り付けて提出してください。デジタルカメラで撮影し、

プリントしたものでもかまいません。 

 

改修前                   改修後 
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（６）工事見積書・内訳書 

  改修の種類、箇所ごとに材料費、施工費等を区分して記載してください。 

  介護保険支給対象外の改修が含まれている場合、保険給付の対象となる部分を明示して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業所名、住所（郵便番号）、電話番

号、担当者名を記載してください。 
被保険者氏名をフルネームで

記載してください。 

・工事に使用する商品の仕様、型番、規格等

はなるべく詳細に記載してください。材質の

説明等を補う等、その他資料を添付し補完す

ることでもかまいません。 

・登録事業者が工事を外部委託する場合、そ

の差額は対象とはなりません。 

介護保険対象外の工事を含む

場合、介護保険対象部分や按

分がわかるように記載してく

ださい。 

諸経費に労務単価は含みませんので

施工費等とわかるように上段で記載

してください。 
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（７）住宅所有者の承諾書（住宅の所有者が本人以外の場合） 

  改修を行う住宅の所有者が本人以外の場合に必要です。ご家族所有の場合でも提出して

ください。共有名義の場合は、各名義人からの同意が必要です。 

  市営住宅にお住まいの方は市建築住宅課で、県営住宅にお住まいの方は千葉県住宅供給

公社で施工の許可を得る必要があります。許可書の様式が別に定められている場合は、こ

の承諾書を使用せず、許可書の写しを提出してください。 

  

住宅所有者が 

自署してください。 
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（８）介護保険住宅改修にかかる誓約書（住宅所有者が亡くなられている場合） 

  住宅の所有者が本人でなく、かつ、死亡している場合に提出してください。 

 

 

 

 

  

代表者が自署してください。 
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３ 事後申請（改修工事後）に提出が必要な書類 

（１）（償還払い・受領委任払い）支給申請書（追記のみ） 

（２）施工前・施工後確認書（受領委任払いの場合） 

（３）領収書 

（４）改修後の状態がわかる写真 

 

 

 

＜注意事項＞ 

・郵送で提出する場合、領収書原本をお返ししますので、切手を貼付した返信用封筒を同封

してください。なお、郵便の到達日が受理日となります（事前申請も同様です）。 

・負担割合の基準日は領収書の日付、介護度の基準日は工事着工日が原則となるため、施工

後、ケアマネジャーや利用者に改めて確認してください。 

・改修工事を一部行わなかったなど申請額が減額となる場合、最終金額のわかる領収明細ま

たは見積書を提出してください。支給申請書及び施工前・施工後確認書は、訂正印押印のう

え最終申請額等を記入してください。 

 ※増額となる場合は、事前承認した範囲の申請のみ受け付けます。 

・事前承認後、何らかの事情で工事を行わなくなった場合、申請を行った事業所が「住宅改

修費支給事前申請取下げ申出書」を提出してください。（詳細は P.23） 

・事前承認後、工事着工までに３か月以上過ぎる場合、市へ状況等の相談をしてください。 

 ※身体状況等の変更によっては再度事前申請が必要な場合があります。 
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４ 事後申請書類の記載例 

（１）（償還払い）支給申請書 

 
 

 

（受領委任払い）支給申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（窓口にて） 

着工日・完成日を

記入します。 

（窓口にて） 

着工日・完成日を

記入します。 
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（２）施工前・施工後確認書（受領委任払いの場合） 

 

 

 

 

 

 

  

 

・被保険者とケアマネジャーが工事

完了後に状況を確認したうえで、個

別に記入してください。 

・日付は２者の確認完了日を記入し

ます。 

令和８  ５  １２ 

工事費が減額となった場合、

二重線、訂正印を押印後、事

後申請する金額を記載して

ください。 



- 23 - 

 

（３）領収書 

 

 

（４）改修後の状態がわかる写真 

事前申請時に提出いただいた写真と同じ角度（アングル）で撮影し、改修箇所が同じ場

所であると判断できるものとしてください。段差解消の場合は改修後の段差の高さが分か

るようメジャーをあてて撮影する、踏み台設置工事の場合は固定されていることが鮮明に

わかるよう撮影する等、改修の詳細が分かるようにして下さい。 

写真には、ボード等に日付を記載し写りこむように撮影する等、撮影日を入れてくださ

い。 

 

改修前                   改修後 

 

 

  

領収書の氏名は被保険者本人フルネームとしてくだ

さい。支払者が異なるなど被保険者名とできない

場合、「（被保険者氏名）様 介護保険住宅改修費分」

など、対象者及び保険給付であることがわかるよう

にしてください。 

領収書の原本を持参し

てください。 

確認（コピー）、受付印

押印後、返却します。 
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５ その他 

（１）住宅改修費支給事前申請取り下げ申出書 

  住宅改修の事前申請を行った後、被保険者が入院（入所）したり、お亡くなりになるな

ど、住宅改修を行わなくなった場合に届け出ます。受領委任払いで申請した被保険者の取

下げは、原則受領委任払い登録事業者が行ってください。 

 

 

（２）申請チェックリスト 

  自己点検用のチェックリストを用意していますので、ご活用ください。 

  ※市ホームページにも掲載します。 
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Ⅴ 受領委任払いの登録について 

１ 受領委任払い事業者の登録方法 

 受領委任払い事業者の登録には、本市が開催する説明会（毎年１２月開催）への参加が必

須となっています。その後の申請において、住宅改修を行う事業者としての適格性を審査し、

登録の可否を決定した後、介護保険住宅改修費受領委任払い事業者可否決定通知書により通

知します。 

 登録の有効期間は、登録日から最初の、西暦が偶数年の３月３１日までです。それ以降も

継続を希望する場合は、２年ごとに更新の手続きが必要です。 
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２ 登録内容に変更があるとき 

 介護保険住宅改修費・福祉用具購入費受領委任払い事業者登録変更届出書をご提出くださ

い。振込口座が変更になる場合は、振込手続きの都合上、急な変更ができないことがありま

すので、振込開始月の前月１５日までにご提出ください。 

 

   

  

必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

変
更
の
あ
る
部
分
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

該当する種別に〇を付けてくださ

い。（住宅改修・福祉用具購入いずれ

も該当する場合は両方〇を付けてく

ださい。） 

事業者登録可否決定通知書に記載

の登録番号を記入してください。 

届出年月日ではなく、

変更年月日を記入し

てください。 
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４ 事業所の廃止・休止・再開があるとき 

 事業所を廃止、休止、再開する場合、予定日の１か月前までに提出してください。 

 

 

 

 

 


